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市町村名 対象地区名（地区内 大字名） 作成年月日 直近の更新年月日 

橋本市 

隅田地区 
（河瀬、下兵庫、上兵庫、中島、中下、芋生、
垂井、真土、平野、山内、霜草、あやの台、
紀ノ光台） 

― ― 

 
１．対象地区の現状                   （１ha＝10,000 ㎡） 
① 地区内の耕地面積 ３２０ha 
② 地区内の遊休農地面積 ３８ha 
③ アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計 １６６ha 
④ アンケート調査等に回答した地区内における 70 歳以上の農業者の耕作面積の合計 １０３ha 
  うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計 ４６ha 
⑤ 地区内において意欲的な農業者が引き受ける意向のある耕作面積の合計 １.８７ha 
（備考）   

 
２．対象地区の課題 
・若者の農業者が減少し、高齢化が進んでおり、後継者の目途が付いていない農地が点在する。 
 
・兼業農家による水稲栽培が盛んな集落が多いが、水稲栽培にかかる農業機械は高額であるため、 

今後さらに遊休農地が増加する可能性がある。 
 
・山間部の水稲・野菜・果樹栽培地域において、鳥獣害の被害が多い。 
 

 
３．対象地区内における農業者や意欲的な農業者への農地集約に関する方針 
・集落の農地利用は、地元農業者が優先して担う。 
 
・他地区からの入作の受入れが可能な集落については、農地中間管理事業の活用を図り、担い手 

の確保を促進する。 
 
・水稲地域については、米作だけでなく、野菜等の初期投資の比較的かからない農作物を栽培す 
 る担い手の確保を促進する。 
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４．３の方針を実現するために必要な取り組み（任意記載事項） 
（農地の保全への取組方針） 
〇集落の農業者、土地の所有者が一体となって農地の保全に取り組む。 

農業者間連携が可能な集落は、農業経営の法人化やグループ化を検討していく。 
 
（農地中間管理事業※ の活用方針） 
〇将来の経営農地の集約化を目指し、農地所有者に対して農地中間管理事業の周知と利用促進を 

図る。 
 
（鳥獣被害防止対策の取組方針） 
〇地域による鳥獣害対策（電気柵の設置や追い払い等）に取り組む。 
 
（新規・特産化作物の導入方針） 
〇米などの土地利用型作物以外に、野菜（例えばトマト・キュウリ）などの収益性の高い作物の 

生産を目指す。 
 

（農業の魅力発信） 
〇新規就農者を増やすべく、農業所得の向上を目指すとともに循環型社会における貢献度の高い 

農業という「職」そのものの魅力を外部に発信していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

※農地中間管理事業とは 
「高齢者」や「後継者がいない」などの理由で耕作が困難な農地を農地中間管理機構が 
借り受け、担い手農家に貸し付ける国の制度です。和歌山県では和歌山県農業公社が運 
営しています。 
〈農地中間管理事業のメリット〉 

●トラブルがあっても、貸し手と借り手の間に農地中間管理機構が入るので安心です。 
●契約期間終了後、農地はお手元に戻ります。 
●賃貸借の場合、賃料は農地中間管理機構が回収するので貸し手は手間が省けます。 
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５．各集落からの意見（任意記載事項） 
 

６．対象地区内において意欲的に農業に取り組んでいく意向のある農業者 

属性 
農業者 

（氏名・名称） 

現状 今後の農地の引き受けの意向 

経営作目 経営面積 経営作目 経営面積 
農業を営
む範囲 

アンケート
調査 

３名      

新規就農者 ２名      

その他 ２名      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

この欄は、回覧後に皆さんからいただいたご意見をまとめて記載する予定です。 

「農地の拡大を考えている農業者」や「販路を開拓していきたい農業者」など、

『意欲的に農業に取り組んでいく意向のある農業者』として、この欄への登録を希

望される農業者は、橋本市役所 農林振興課または、担当地区の農業委員・農地利

用最適化推進委員までご連絡ください。 

なお、今回回覧した対象地区以外の地区で、農地の拡大等を検討されている農業

者も募集しています。 
 

今後、国や市の農業施策を活用するには、意欲的に農業に取り組んでいく意向のあ

る農業者であると共に、認定農業者や認定新規就農者など地域の「中心経営体」とし

て人・農地プランに位置づけられることが必要となる場合があります。 

詳細は橋本市役所農林振興課（０７３６-３３-６１１３）にお問い合わせください。 


